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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剥離フィルムと転写膜からなる転写フィルムを、貼付ローラーを用いて基体に貼付し、
剥離ローラーを用いて剥離フィルムを剥離する転写体の製造方法において、少なくとも転
写フィルムの貼付開始時点では、貼付ローラーのみで転写フィルムを基体に押し付け、押
し付けた状態で貼付ローラーを移動させて転写フィルムを基体に貼付し、剥離ローラーは
貼付ローラーによる貼付開始点で転写フィルムに接触させ、該剥離ローラーを移動させて
剥離フィルムを剥離することを特徴とする転写体の製造方法。
【請求項２】
　前記剥離フィルムは転写フィルムから剥離された後、巻き取りローラーにて巻き取られ
る請求項１に記載の転写体の製造方法。
【請求項３】
　貼付ローラーの移動による転写フィルムの基体への貼付の後、巻き取りローラーから剥
離フィルムを送り、剥離角度を大きくした後、剥離ローラーを移動させて、転写フィルム
から剥離フィルムを剥離させる請求項２に記載の転写体の製造方法。
【請求項４】
　貼付ローラーの移動により転写フィルムを貼付し、次いで、貼付ローラーの転写フィル
ムへの圧力を解放した後に、剥離ローラーの移動によって剥離フィルムを剥離する請求項
１～３のいずれかに記載の転写体の製造方法。
【請求項５】
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　前記基体がガラス基材である請求項１～４のいずれかに記載の転写体の製造方法。
【請求項６】
　前記転写フィルムを構成する転写膜が、粘着層と機能性パターンを含み、該機能性パタ
ーンが無機粉体と焼成により除去可能な有機物からなり、該粘着層が焼成により除去可能
な有機物からなる請求項１～５のいずれかに記載の転写体の製造方法。
【請求項７】
　供給ローラー、貼付ローラー、剥離ローラー、該貼付ローラー及び該剥離ローラーを上
下させる機構、貼付ローラー及び剥離ローラーを転写フィルムに圧力をかけながら供給ロ
ーラー側へ移動させる機構、及び転写フィルムを構成する剥離フィルムを剥離し、巻き取
る機構を有する転写機であって、転写フィルムの貼付開始時点では、貼付ローラーのみが
転写フィルムを基体に押し付け、押し付けた状態で貼付ローラーを移動させて転写フィル
ムを基体に貼付し、剥離ローラーは貼付ローラーによる貼付開始点で転写フィルムに接触
させ、該剥離ローラーを移動させて剥離フィルムを剥離することを特徴とする転写機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転写体の製造方法に関する。詳しくは、ガラスなどの表面が平滑で、通気性
のない基体に、剥離フィルムと転写膜を有する転写フィルムを貼付し、剥離フィルムを剥
離する転写体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス等の基体に配線回路や電極等の導電性パターンや模様等の装飾パターンを形成す
るために、転写フィルムが用いられる場合がある。このような転写フィルムを用いる方法
は、基体の寸法や形状にかかわらず、上記導電性パターンや装飾パターンなどを基体に追
従させることが可能であり、パターニング性や生産性に優れ、低コストで、任意の基体に
形成することができるという利点がある。このような転写方式に適応する種々の転写フィ
ルムが提案されている（例えば特許文献１など）。
【０００３】
　従来、基体上に効率的に転写フィルムを貼付する方法として、図１に示されるような方
法が用いられている。すなわち、貼付ローラー１１及び剥離ローラー１２を取り付けてい
るヘッドを下降させて、貼付ローラー及び剥離ローラーで転写フィルム１３を基体１４に
押し付ける工程（図１（Ａ））、貼付ローラー１１を、転写フィルムを供給する供給ロー
ラー（図示せず）側へ移動して転写フィルムを貼付する工程（図１（Ｂ））、剥離ローラ
ーを供給ローラー側へ移動して剥離フィルムを基体から剥離する工程（図１（Ｃ））、次
いでヘッドを上昇させて、貼付ローラー１１及び剥離ローラー１２を基体１４から離間さ
せ（図１（Ｄ））、元の位置に戻す工程を有する方法である。
　転写に際しては、転写用素材を転写フィルム側に残留させずに期体上に転写させること
が重要であり、種々の転写装置が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３０７７２９号公報
【特許文献２】特開２００７－１６５３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したような従来の転写フィルムの貼付方法では、転写フィルムを基体に貼付するに
際し、転写フィルムと基体の間や転写フィルムの層間に空気が噛み込む場合がある。この
場合に、剥離ローラーの移動に伴って、該空気も移動し、転写フィルムと基体の界面の接
着不良を生じさせ、部分的に密着力が得られない部分が生じたり、転写フィルムの層間剥
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離を引き起こす場合があった。このような、転写フィルムの層間剥離の問題は、特に転写
膜に無機粉体と焼成除去可能な有機物を含有する焼成用転写フィルムに顕著に生じる。
　また、転写フィルムから剥離フィルムを剥離させる際に、転写膜を構成する機能性パタ
ーンが破壊される場合があった。
　さらに、転写フィルムの転写が終了し、貼付ローラー及び剥離ローラーを取り付けてい
るヘッドを基体から離間させる際に、基体に必要以上の力がかかり、基体に割れが生じる
場合があり、また転写フィルムにたるみを生じさせ、連続的に次の転写を行う際に不都合
を生じる場合があった。
　そこで、本発明は、転写フィルムと基体の界面の接着不良がなく、また転写フィルムの
層間剥離を生じさせない転写体の製造方法、さらには、転写フィルムから剥離フィルムを
剥離させる際に、転写膜を構成する機能性パターンが破壊されることがなく、また、貼付
ローラー及び剥離ローラーを基体から離間させる際に、基体に損傷を与えることがない、
生産性の高い転写体の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題に対して、貼付ローラー及び剥離ローラーと、基体及び転写フ
ィルムとの接触方法を変更することで、上記課題を解決し得ることを見出した。
　すなわち、本発明は、
［１］剥離フィルムと転写膜からなる転写フィルムを、貼付ローラーを用いて基体に貼付
し、剥離ローラーを用いて剥離フィルムを剥離する転写体の製造方法において、少なくと
も転写フィルムの貼付開始時点では、貼付ローラーのみで転写フィルムを基体に押し付け
、押し付けた状態で貼付ローラーを移動させて転写フィルムを基体に貼付し、剥離ローラ
ーは貼付ローラーによる貼付開始点で転写フィルムに接触させ、該剥離ローラーを移動さ
せて剥離フィルムを剥離することを特徴とする転写体の製造方法、
［２］前記剥離フィルムは転写フィルムから剥離された後、巻き取りローラーにて巻き取
られる上記［１］に記載の転写体の製造方法、
［３］貼付ローラーの移動による転写フィルムの基体への貼付の後、巻き取りローラーか
ら剥離フィルムを送り、剥離角度を大きくした後、剥離ローラーを移動させて、転写フィ
ルムから剥離フィルムを剥離させる上記［２］に記載の転写体の製造方法、
［４］貼付ローラーの移動により転写フィルムを貼付し、次いで、貼付ローラーの転写フ
ィルムへの圧力を解放した後に、剥離ローラーの移動によって剥離フィルムを剥離する上
記［１］～［３］のいずれかに記載の転写体の製造方法、
［５］前記基体がガラス基材である上記［１］～［４］のいずれかに記載の転写体の製造
方法、
［６］前記転写フィルムを構成する転写膜が、粘着層と機能性パターンを含み、該機能性
パターンが無機粉体と焼成により除去可能な有機物からなり、該粘着層が焼成により除去
可能な有機物からなる上記［１］～［５］のいずれかに記載の転写体の製造方法、及び
［７］供給ローラー、貼付ローラー、剥離ローラー、該貼付ローラー及び該剥離ローラー
を上下させる機構、貼付ローラー及び剥離ローラーを転写フィルムに圧力をかけながら供
給ローラー側へ移動させる機構、及び転写フィルムを構成する剥離フィルムを剥離し、巻
き取る機構を有する転写機であって、転写フィルムの貼付開始時点では、貼付ローラーの
みが転写フィルムを基体に押し付け、押し付けた状態で貼付ローラーを移動させて転写フ
ィルムを基体に貼付し、剥離ローラーは貼付ローラーによる貼付開始点で転写フィルムに
接触させ、該剥離ローラーを移動させて剥離フィルムを剥離することを特徴とする転写機
、
を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の製造方法によれば、転写フィルムと基体の界面の接着不良がなく、また転写フ
ィルムの層間剥離は生じない。さらに、転写フィルムから剥離フィルムを剥離させる際に
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、転写膜を構成する機能性パターンが破壊されることがなく、また、貼付ローラー及び剥
離ローラーを基体から離間させる際に、基体に損傷を与えることなく、高い生産性で転写
体を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】転写フィルムを基体に転写する従来の方法を示す図である。
【図２】本発明の転写体の製造方法を示す図である。
【図３】空気の噛み込み機構を示す図である。
【図４】供給ロールを示す図である。
【図５】転写フィルムにテンションがかかっている場合の剥離角度を示す図である。
【図６】転写フィルムにテンションがかかっていない場合の剥離角度を示す図である。
【図７】従来法におけるヘッド上昇時の転写フィルムの接触状態を示す図である。
【図８】本発明の転写体の製造方法を示す図である。
【図９】転写フィルムの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、剥離フィルムと転写膜からなる転写フィルムを、貼付ローラーを用いて基体
に貼付し、剥離ローラーを用いて剥離フィルムを剥離する転写体の製造方法に関する。
　従来の方法では、図１に示すように、貼付ローラー及び剥離ローラーを取り付けている
ヘッドを下降させて、貼付ローラー及び剥離ローラーの両者で転写フィルムを基体に押し
付ける工程（図１（Ａ））を有するのに対し、本発明では、図２（Ａ）に示すように、貼
付ローラー１１のみで転写フィルム１３を基体１４に押し付けることを特徴とする。すな
わち、転写フィルムの貼付開始時点では、貼付ローラー１１のみを、貼付開始点１６で転
写フィルム１３を基体１４に圧着させ、剥離ローラー１２は基体１４に圧着させないよう
にする。そして、貼付ローラー１１を転写フィルム１３に押し付けた状態で移動させ、転
写フィルム１３を基体１４に貼付する。
　一方、剥離ローラーは、図２（Ｂ）に示すように、貼付開始点１６で転写フィルムに接
触させる。すなわち、貼付ローラー１１による転写フィルム１３の貼付を開始した後、剥
離ローラー１２を貼付開始点１６の上部まで移動させてから下降させて、該貼付開始点１
６で転写フィルム１３と接触させ、その後剥離操作を行う。剥離操作の開始は、貼付ロー
ラー１１による転写フィルム１３の貼付中であってもよいし、貼付操作が終了した後であ
ってもよい。なお、後に詳述するように、貼付ローラー１１の転写フィルム１３に対する
圧力を開放した後に剥離操作を行う方が好適であり、貼付操作終了後に剥離操作を行うこ
とがより好ましい。
　以上のような構成をとることで、転写フィルムと基体の間や転写フィルムの層間に空気
が噛み込むことを抑制することができる。
【００１０】
［空気噛み込みの機構］
　本発明者らは、種々の検討の結果、空気の噛み込みが図３に示すような機構で生じるこ
とを発見し、この解決方法として、本発明を完成させたものである。
　すなわち、図１に示すような従来の方法では、図３（Ａ）に示すように、貼付ローラー
及び剥離ローラーを取り付けているヘッドを下降させたときに、貼付ローラー１１と剥離
ローラー１２の間の空間部で、転写フィルムと基体の間に空気が噛み込む場合がある（図
３（Ａ）１５の部分）。そして、貼付ローラー１１によって転写フィルム１３を基体１４
に貼付し、その後剥離ローラー１２を移動させて、剥離フィルム１３１を剥離する工程で
、空気が搾り出されるようにして、剥離ローラー１２が移動するために、転写フィルム１
３の各層の界面において凝集剥離が生じたり、転写フィルム１３と基体１４の間で剥離を
生じることがある。
【００１１】
［本発明の作用効果］
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　上記従来技術に対して、本発明では、図２に示すように、貼付ローラー１１のみで転写
フィルム１３を基体１４に押し付けるために、貼付ローラー１１と剥離ローラー１２の間
の空間部が存在しない。しかも、剥離ローラー１２が転写フィルム１３に最初に接触する
部分（貼付開始点１６）が、既に貼付ローラー１１によって、基体１４に貼付されている
ため、空気を噛み込むことがない。
【００１２】
　本発明では、図４に示すように、転写フィルムとしてロール状のもの（以下「供給ロー
ル」ということがある。）を用いることが好ましい。供給ロール３０を用いる方法は、基
体に対して、連続的に転写フィルムを供給することができ、生産性が高い。転写フィルム
は、例えば図４に示すように、剥離フィルム１３１上の少なくとも一部に転写膜１３２が
積層されてなり、このようなフィルムがコア（巻き芯）３１に巻き取られる形で供給ロー
ル３０は構成される。なお、転写膜１３２は、基体の大きさに応じて、そのサイズが決定
されるものであり、図４に示すように、転写膜間の転写膜がない部分はスペース部１３５
と呼ばれる。
　転写フィルムは、例えば、ベルトコンベアーにより搬送される基体に対して、供給ロー
ルから供給され、本発明の方法で転写フィルムを貼付することで、転写体が製造される。
【００１３】
［巻き取りローラー］
　また、剥離フィルムは、図２に示すように、ガイドローラー１７を介して、巻き取りロ
ーラー（図示せず）にて巻き取られる態様が好ましい。巻き取りローラーにて、剥離フィ
ルムを巻き取りながら、剥離ローラーを移動させることで、効率的に剥離フィルムの剥離
を行うことができ、高い生産性が得られる。
　しかしながら、巻き取りローラーを用いる場合には、転写フィルムにテンションがかか
り、図５に示すように剥離角度が小さくなる（図５の２０の部分）。このように剥離角度
が小さいと、剥離強度が強くなる傾向があり、転写フィルムを構成する転写膜に設けられ
た印刷パターンなどが破壊される場合がある。そこで、本発明では、図６に示すように、
巻き取りローラーから剥離フィルムを送り、ガイドローラー１７から基体に近い側、すな
わち剥離ローラーの手前の部分で剥離フィルムをたるませ、剥離角度を大きくすることが
好ましい。特に、剥離角度が１８０度であることが、印刷パターンへの影響が最も小さく
好ましい。
【００１４】
　また、従来の方法では、貼付ローラー１１と剥離ローラー１２が同時に移動して、転写
体を製造するために、図７に示すように、転写終了時点で、貼付ローラー１１と剥離ロー
ラー１２が、同時に転写フィルム１３に圧力をかけた状態になる。また、貼付ローラー１
１により転写フィルム１３が貼付され、その後、剥離ローラー１２の移動により、剥離フ
ィルム１３１が剥離される場合でも、同様に貼付ローラー１１と剥離ローラー１２が、同
時に転写フィルム１３に圧力をかけた状態になる。
　したがって、転写フィルム１３と基体１４が面接触し（図７の１８の部分）、貼付ロー
ラー１１及び剥離ローラー１２を備えるヘッドを上昇させたときに、基体１４に強い力が
かかり、基体１４が割れる場合がある。
　本発明では、図８に示すように、貼付ローラー１１を移動して、転写フィルム１３を基
体１４に貼付し、次いで、貼付ローラー１１を上昇させ、転写フィルム１３への圧力を解
放する（図８（Ａ））。その後、剥離ローラー１２を移動させ、剥離フィルム１３１を剥
離する態様が好ましい。このような態様をとることで、転写終了時点で、剥離ローラー１
２のみが転写フィルム１３に接触しているため、線接触となり（図８の１９の部分）、ヘ
ッドの上昇時に転写フィルム１３が基体１４から容易に剥離する。
【００１５】
［転写フィルム］
　本発明で用いられる転写フィルムは、剥離フィルムと転写膜を有していれば特に限定さ
れないが、例えば、図９に示すように、剥離フィルム１３１上に転写膜１３２が積層され



(6) JP 5563349 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

、該転写膜１３２は、無機粉体と焼成除去可能な有機物を含有してなる機能性パターン１
３３と、焼成除去可能な有機物よりなる粘着層１３４とを備える態様が挙げられる。
　また、機能性パターン１３３と粘着層１３４の間に焼成除去可能な有機物からなる中間
層を備えた態様や、機能性パターン１３３と剥離フィルム１３１の間に保護層を設けた態
様がある。ここで、中間層は、粘着層の形成に使用される粘着剤に含有する溶剤や有機物
の機能性パターンへの浸み込みを防止するバリア性の役割を担う。また、保護層は基体に
転写した焼成前の機能性パターンを異物の付着や傷から保護する役割を担う。
【００１６】
［剥離フィルム］
　剥離フィルムは機能性パターンを含む転写膜と剥離性を有するものであれば良く、フィ
ルム基材をそのまま用いても良いが、必要によりフィルム基材上にシリコーン系やアルキ
ド樹脂系などからなる剥離層や再剥離用の微粘着層を形成した構成であっても良い。
　剥離フィルムの基材としては、転写時の施工性を考慮してフレキシブルな基材が好まし
く、例えば、ポリエチレン、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、アクリルなどの
プラスチックや紙などが使用できる。また基材の厚みは特に限定されるものではないが、
転写時の圧力や熱の伝達性とフィルムの屈曲性とのバランスの点から最適な厚みを選定す
ればよく、２５～２５０μｍ、好ましくは３５～１２５μｍ、さらに好ましくは５０～７
５μｍが、製造上もしくは施工上好適に用いられる。
【００１７】
　剥離フィルム上への機能性パターンや各層の形成方法は、スクリーン印刷やオフセット
印刷などの印刷方式やグラビアコーティングなどの塗布方式を用いることができる。パタ
ーンを形成する場合は、上記印刷方法が好適に用いられ、広い面積に一様に層を形成する
場合は、塗布方法も好適である。
　上記印刷方法や塗布方法により、機能性パターンや各層を形成する場合は、これらに含
有される無機粉体や有機物を溶剤中に分散または溶解してなる塗布液（ペースト）を作製
し、使用する。溶剤としては、無機粉体や有機物の溶解性や分散性、そして印刷工程に適
した沸点を考慮し、水系、アルコール系、ケトン系、エステル系、エーテル系、炭化水素
系などを、単独または混合して使用することができる。そしてこれらの溶剤は、粘度やチ
キソ性など印刷適正、そして固形分を適宜調整して用いる。
【００１８】
［機能性パターン］
　機能性パターンは、主に焼成後の機械的強度を発現するための基材に熱融着可能な無機
粉体と、焼成後の所望の機能に応じた各種機能性材料としての無機粉体と、焼成前の形状
を維持し、焼成除去される有機物とを含有する。
　熱融着可能な無機粉体としては、各種機能性材料を焼成後に基体に担持させ、耐久性を
向上させるなどの目的のために、ガラスフリットなどの材料が使用可能であり、焼成温度
や熱収縮率などのバランスを考慮して、好適な組成のガラスフリットを選定すればよい。
【００１９】
　機能性材料としては、焼成後の所望の機能に応じた材料を適宜選択して使用する。例え
ば、配線や電極などには、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｚｎ、Ｂｉ、Ｉ
ｎの粉体やこれらを含む合金の粉体を使用することが可能である。またコンデンサ部品な
どの誘電体や高抵抗部品などに使用される材料として、ＢａＴｉＯ、ＳｉＣ、ＴｉＯ2、
ＳｉＯ2、やＲｕＯなどの粉体が挙げられる。
【００２０】
　有機物としては、焼成除去可能な材料であれば特に限定されない。焼成による熱分解に
よって除去されやすい材料としては、アクリル、メチルセルロース、ニトロセルロース、
エチルセルロース、酢酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビ
ニルアルコール、ポリエチレンオキサイド、ポリエステルなどの樹脂が挙げられ、単独、
またはこれらを混合して使用することができる。また有機成分として、焼成前の塗膜に可
とう性を付与する目的で可塑剤を加えてもよい。可塑剤としては脂肪酸エステルやリン酸
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エステルなどから適宜選定して用いることができる。
　機能性パターンは一つのパターンでも複数のパターンでもよく、複数のパターンを積層
しても、個々に併設しても良い。機能性パターンの膜厚は、目的とする機能に合わせて適
宜決定される。
【００２１】
　粘着層は焼成除去可能な有機物で構成されていれば特に限定されないが、常温で粘着性
を有するアクリル系、ゴム系などの粘着剤が使用できる。粘着層は剥離フィルムなどの支
持体全面を覆うように形成しても良く、機能性パターン上に同様のパターンを形成しても
よい。
　粘着層の膜厚は、１～２０μｍが好ましく、さらに好ましくは２～１０μｍである。１
μｍ以上であれば十分な粘着力が得られ、良好な転写性が得られる。一方、２０μｍ以下
であると、熱分解ガスの発生量が過多にならず、機能性パターンに欠陥が生じたり、焼成
不良となることがない。なお、粘着層の膜厚は、粘着力を維持できる範囲で、できるだけ
薄膜にすることが好ましい。
【００２２】
［基体］
　本発明の製造方法では、基体としては種々のものを用いることができ、特に制限はない
。具体的には、ガラス基材などを用いることができるが、特に本発明の製造方法は、ガラ
ス基材を基体とする場合に効果的である。ガラス基材は表面が平滑で通気性がないため、
上述の問題点が生じやすいためである。
【００２３】
［転写機］
　本発明の製造方法において用いられる転写機は、以下の構成を有する。
　すなわち、本発明の転写機は、供給ローラー、貼付ローラー、剥離ローラー、該貼付ロ
ーラー及び該剥離ローラーを上下させる機構、貼付ローラー及び剥離ローラーを転写フィ
ルムに圧力をかけながら供給ローラー側へ移動させる機構、及び転写フィルムを構成する
剥離フィルムを剥離し、巻き取る機構を有し、転写フィルムの貼付開始時点では、貼付ロ
ーラーのみが転写フィルムを基体に押し付け、押し付けた状態で貼付ローラーを移動させ
て転写フィルムを基体に貼付し、剥離ローラーは貼付ローラーによる貼付開始点で転写フ
ィルムに接触させ、該剥離ローラーを移動させて剥離フィルムを剥離することを特徴とす
るものである。
【実施例】
【００２４】
　次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、この例によってな
んら限定されるものではない。
実施例１
（１）転写フィルムの製造
　以下の手順で、焼成用転写フィルムを作製した。
　まず、剥離フィルムとして、シリコーン系離形層を設けたＰＥＴフィルム「Ａ７０」（
帝人デュポンフィルム（株）製、フィルムサイズ３．５ｃｍ×３０ｃｍ、厚み５０μｍ）
を用意した。次に、機能性パターンの塗布液として、導電性ペーストを３本ロールミルを
用いて作成した。また、粘着層の塗布液としてアクリル系粘着剤「ＳＫ１４５１」（綜研
化学工業（株）製）の溶媒をソルベッソ１５０で置換した粘着層ペーストを作製した。
　次に、前記剥離フィルムの離形層上に、スクリーン印刷機を用いて前記導電性ペースト
をサイズ２ｃｍ×５ｃｍ、膜厚１５μｍとなるように印刷し、機能性パターンを形成した
。
　次いで、剥離フィルムの剥離層側の全面に、該機能性パターンを覆うようにして、前記
粘着層ペーストを厚さ１０μｍとなるようにメイヤーバーを用いて塗布し、接着層を形成
した。そして、粘着層に含有される溶剤を十分に揮発させた。
　粘着層と機能性パターンからなる転写膜が形成された剥離フィルムから、機能性パター
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ンを含む部分をフィルムサイズ６ｃｍ×３５ｃｍに切り出し、実施例１の転写フィルムと
した。
【００２５】
（２）転写体の製造
　基体としてフロート法により製造されたガラス板（サイズ３０ｃｍ×３０ｃｍ）を用意
した。このガラス板の表面に、前記（１）で作製した直後の転写フィルムをその粘着層を
向かい合わせて載置し、貼付ローラーのみを用いて、剥離フィルム上から０．５ＭＰａの
圧力で貼り合わせた。すなわち、貼付開始点において、貼付ローラーのみで転写フィルム
をガラス板に０．５ＭＰａで圧着させ、剥離ローラーはガラス板に圧着させないようにし
、貼付ローラーを３００ｍｍ／秒の速度で移動させて転写フィルムをガラス板に貼付した
。
　次に、貼付ローラーを転写フィルムから離間させた後、貼付開始点において、剥離ロー
ラーをガラス板に０．５ＭＰａの圧力で押し付けながら、３００ｍｍ／秒の速度で移動さ
せることで剥離フィルムを剥離し、転写体を製造した。次いで、該転写体を、焼成炉を用
いて焼成した。焼成条件は、昇温速度２０℃／ｍｉｎで室温から６５０℃まで昇温し、そ
の温度を３０分間維持した後、炉内放冷で１００℃以下まで冷却した。
　冷却された転写体（機能性パターン付きガラス板）を焼成炉から取り出し、目視にて確
認したところ、転写フィルムとガラス板の界面の接着不良がなく、また転写フィルムの層
間剥離も生じていなかった。また、機能性パターン及びガラス板に損傷はなかった。
【００２６】
比較例１
　実施例１において、貼付ローラーと剥離ローラーの両方で、転写フィルムをガラス板に
０．５ＭＰａで圧着させ、貼付ローラーを移動させて転写フィルムを貼付した後、貼付ロ
ーラーを離間させることなく、剥離ローラーを移動させて、剥離フィルムを剥離したこと
以外は実施例１と同様にして転写体を製造した。
　実施例１と同様に目視にて確認したところ、転写膜が部分的に又は全部が貼付かず、剥
離フィルムに残るなどの点で問題があった。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明の製造方法によれば、転写フィルムと基体の間や転写フィルムの層間に空気が噛
み込むことがなく、転写フィルムから剥離フィルムを剥離させる際に、転写膜を構成する
機能性パターンが破壊されることがなく、また、貼付ローラー及び剥離ローラーを基体か
ら離間させる際に、基体に損傷を与えることなく、高い生産性で転写体を製造することが
できる。
　また、本発明の製造方法により得られる転写体は、転写フィルムと基体の界面の接着不
良がなく、また転写フィルムの層間剥離がない。さらに、機能性パターンが破壊されず、
基体に損傷も損傷がない。
　本発明の転写機によれば、上記本発明の転写方法を行うことができ、高い生産性で転写
体を製造することができる。
【符号の説明】
【００２８】
１１　貼付ローラー
１２　剥離ローラー
１３　転写フィルム
１３１　剥離フィルム
１３２　転写膜
１３３　機能性パターン
１３４　粘着層
１３５　スペース部
１４　基体
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１５　空気の噛み込み
１６　貼付開始点
１７　ガイドローラー
１８　面接触の状態
１９　線接触の状態
２０　剥離角度
３０　供給ロール
３１　コア（巻き芯）
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